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安全衛生委員会 ５月度

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づ
き毎月１回開催しています。労使一体となって
従業員の健康を守るための方策を議論する場と
なっています。
４月より、健康診断の受診が始まりました。

新松戸オフィス会場での受診は９月に近づくに
つれ混雑します。早めの受診がオススメです。

２０２４年５月度安全衛生委員会 内容

１．月次報告(時間外労働・長時間勤務・産業医面談状況・有給休暇取得状況・労災など)

・長時間労働について、継続的に残業している部署、属人的の場合は安全衛生委員会からも改善を求めていく。
・ハラスメントについて、店長や薬局長、ＳＶへの研修に盛り込む他、労働組合からも発信していく。
・脚立での作業中に事故が発生しています。適切な使用方法の周知の他、脚立自体の種類の変更なども検討する。

２．産業医の講話内容(労働災害について)

・労働災害とは「労働者の業務上（業務災害）または通勤途上（通勤災害）の負傷・疾病・障害・死亡」のこと。
通勤災害は申請されていないことが多いです。通勤中に怪我された際は申請するよう啓発ください。

・うつ病や適応障害など、仕事が原因となって発生した精神疾患による労災が、昨今ニュースとなっていますが、
労災として認められる要件として「業務による強度の心理的負荷」があり、長時間勤務など注意が必要です。

・労災を防ぐために、産業医や衛生管理者を中心とした活動は大きな役割を果たします。「職場巡視の徹底」
「過重労働面談の実施」「健康診断と健診事後措置の徹底」「ストレスチェックの実施」があげられます。

・健康診断結果に於いて産業医から必要と判断された方には「産業医面談の実施」や「受診勧奨」「保健指導」
を行なうことが大切です。

会社側／MCCマネジメント管理本部人事部人事課 課長代理 春岡崇史
MCCマネジメント管理本部ウエルネスサポートセンター長 川口栄
MCCマネジメント管理本部ウエルネスサポートセンター 次長 真子慶裕
MCCマネジメント管理本部ウエルネスサポートセンター 主任 諏訪優介
MCCマネジメント管理本部ウエルネスサポートセンター 保健師 星野好美
MCCマネジメント管理本部ウエルネスサポートセンター 保健師 玉城慶子
産業医／医療法人社団麒麟会 若葉クリニック 理事長・院長 若月冬樹
医療法人社団麒麟会 理事 吉橋准子
医療法人社団嵐川 大野中央病院 地域支援部部長 日暮則夫

組合側／中央執行書記長 倉持有介 中央執行副委員長 平野優矢 中央執行委員 奈良バト花絵

会社における健康診断は『労働安全衛生法』および『就業規則』において
従業員は原則１年以内ごとに１回、定期健診を受ける事が義務づけられています

対象者／2024年4月1日時点在籍者
■GC・PC（2024年度新入社員含む）
■EC・SCのうち週30時間以上の契約者
■EC・SCのうち週20時間以上の社会保険加入者

予約期間／2024年3月15日～2024年6月30日

受診期間／2024年4月1日～2024年9月30日



ＭＣ＆Ｃ湯島オフィス・ＭＣＣＭ御茶ノ水オフィス
の安全衛生委員会に、労働組合も出席しています。

１８０２号２面

※詳細については３月３０日に配信された「【業務連絡】健康保険組合ＬＩＮＥ公式アカウント開設のご案内」をご確認下さい。

＜内容＞
1．安全衛生委員会とは
2．月次報告

・グループ安全衛生委員会実施状況
・時間外労働
・長時間ワーニングリスト
・法定有給休暇取得状況

3．事業所個別の事項（職場での問題改善など）
4．産業医より
5．来月の予定

グループ理念

未来の常識を創り出し、
人々の生活を変えていく
“未来の美と健康”を考え抜き、新たな顧客体験を創り出し
輝きを増していく生活・地域社会の実現に貢献する。

グループビジョン

美しさと健やかさを、
もっと楽しく、身近に。
私たちは、美と健康という分野を軸に新しい技術やアイディアを
積極的に取り入れ、人々の毎日の生活がもっと楽しさに
満ちたものになることを目指します。

そして、人の想いに敏感で身近な存在であり続けることを大切にし、
生活や地域に、より大きな安心と喜びをお届けするために
挑戦してまいります。

マツキヨココカラ＆カンパニー

２０２４年５月１０日（金）MC&C湯島オフィス・ＷＥＢ併用

マイナ保険証始まっています

2024年12月2日より、
マイナンバーカードと保険証が一体化し、
現行の保険証は廃止となります。

マイナンバーカードを取得し、
マイナポータルにログインのうえ
①マイナンバーカードの登録
②マイナンバーカードの保険証利用申込

を完了されるようお早めにご対応ください。

対象：健康保険証を所持している全員

※詳細は５月２日配信の人事部業務連絡
【業務連絡】マイナンバーカードの登録について
を、ご確認ください。
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